
議第13号議案 

  

   横浜市会委員会条例の一部改正  

  

 横浜市会委員会条例の一部を改正する条例を次のように定める。  

  

   令和３年３月23日提出 

 

市会運営委員会       

委員長 山 下 正 人   



横 浜 市 条 例 （ 番 号 ） 

横 浜 市 会 委 員 会 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 

横 浜 市 会 委 員 会 条 例 （ 昭 和 43 年 ５ 月 横 浜 市 条 例 第 28 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改

正 す る 。 

第 ２ 条 第 １ 号 中 「 政 策 局 」 を 「 デ ジ タ ル 統 括 本 部 、 政 策 局 」 に 改 め る 。 

   附  則 

 （ 施 行 期 日 ） 

１  こ の 条 例 は 、 令 和 ３ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。 

 （ 経 過 措 置 ） 

２  こ の 条 例 の 施 行 の 際 現 に こ の 条 例 に よ る 改 正 前 の 横 浜 市 会 委 員 会 条 例 第 ２ 条

の 規 定 に よ る 政 策 ・ 総 務 ・ 財 政 委 員 会 の 委 員 、 委 員 長 又 は 副 委 員 長 に 選 任 さ れ

て い る 者 は 、 そ れ ぞ れ 、 こ の 条 例 に よ る 改 正 後 の 横 浜 市 会 委 員 会 条 例 第 ２ 条 の

規 定 に よ る 政 策 ・ 総 務 ・ 財 政 委 員 会 の 委 員 、 委 員 長 又 は 副 委 員 長 に 選 任 さ れ た

も の と み な す 。 

３  こ の 条 例 の 施 行 の 際 現 に こ の 条 例 に よ る 改 正 前 の 横 浜 市 会 委 員 会 条 例 第 ２ 条

の 規 定 に よ る 政 策 ・ 総 務 ・ 財 政 委 員 会 に お い て 継 続 審 査 中 の 事 件 に つ い て は 、

こ の 条 例 に よ る 改 正 後 の 横 浜 市 会 委 員 会 条 例 第 ２ 条 の 規 定 に よ る 政 策 ・ 総 務 ・

財 政 委 員 会 に 付 議 さ れ た 継 続 事 件 と み な す 。 

 

提  案  理  由 

横 浜 市 事 務 分 掌 条 例 の 一 部 改 正 に 伴 い 、 横 浜 市 会 委 員 会 条 例 の 一 部 を 改 正 し た

い の で 提 案 す る 。 

 

 

 

 

 

 

 

 



参  考 

横 浜 市 会 委 員 会 条 例 （ 抜 粋 ） 

上 段  改 正 案   ( 下 段  現  行 )  
（ 常 任 委 員 会 の 名 称 、 委 員 の 定 数 及 び 所 管 事 項 ） 

第 ２ 条  常 任 委 員 会 の 名 称 、 委 員 の 定 数 及 び 所 管 事 項 は 、 次 の と お り と す る 。 

 
(1) 政 策 ・ 総 務 ・ 財 政 委 員 会  11 人 

 

   デ ジ タ ル 統 括 本 部 、 政 策 局 
               、 総 務 局 、 財 政 局 、 会 計 室 、 選 挙 管 理 委 員 会 、 
   政 策 局 
  人 事 委 員 会 、 監 査 委 員 及 び 議 会 局 の 所 管 に 属 す る 事 項 

   （ 第 ２ 号 か ら 第 ８ 号 ま で 省 略 ） 
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